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ドイツ第三帝国下のユダヤ人政策に対する

抗議の事例

- 「混合婚」の「アーリア人」妻によるRosenstrasse抗議

(1943/2/27- 3/4)

長　田　浩　彰

1.はじめに、

第三帝国下のドイツにおけるユダヤ人のアイデンティティに関して興味

を持って調べていくうちに、筆者には、体制の側がドイツ人とユダヤ人の

間に明確な区分を設けることに腐心していたことが際だって印象に残っ

た。裏返して言えば、それ程ドイツ・ユダヤ人は、ドイツ社会に深く同化

していたのであろう。詳しくは第3章で述べるが、人種として生物学的に

「ユダヤ人」を規定し、彼らを残らず排除したいとするナチ党側と、それ

では、復活させる徴兵制や復興が課題である経済界等に与える影響が大き

すぎる、としてより穏和な規定で済ませようとする省庁の官僚側との駆け

引きが、ユダヤ人「混血」といった範噂の創設や、ひいては特権的「混合

婚」 (- 「ユダヤ人」と「アーリア人」の結婚)という取り扱いを生み出

していくことにつながる。

それに対して、第三帝国下、ユダヤ人の処遇に関して、明確な形で当事

者の側からの集団的抗議行動が生じたのは、管見の限りでは、副題に挙げ

た「混合婚」の「アーリア人」妻らによる、ベルリンでの43年2月27日か

ら3月6日までのRosenstrasse [-バラ通り]抗議のみであろう。本稿

では、ドイツ人とユダヤ人の境界上に位置づけられた彼らの状況を研究す

る前段階として、とりあえず既存の研究を整理することで、ドイツ・ユダ
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ヤ人側に立つ者たちからの体制に対する抗議の一側面を描いてみたい0

2. 「抵抗」概念の変遷

第三帝国下においては、非政治的-民衆的であっても抗議行動は、ドイ

ツ民族共同体の実現を目指す体制の側からすれば、必然的に一種の「抵抗」

と理解されることになったろう。当然それは、ドイツ・ユダヤ人の側から

の行動に限ったことではない。ここでは、現在の我々がそれをどう理解す

るかを考える上で、まず、旧西ドイツ・統一ドイツにおける「抵抗」概念

の変遷を扱った山下公子氏の研究(1)から見てみよう。氏は、占領時代・冷

戦時代1968年以降と、 3つの時期区分を行っている。

既に第二次大戦中から、 1944年7月20日の軍部によるヒトラー暗殺計画

失敗などは、連合国側に知られていた。しかし、英米では政府が黙殺し、

ジャーナリズムも、このクーデターをギャングの内部抗争扱いにして軽蔑

に満ちた報道を行った。戦時中としては、敵慌心をあおる報道が歓迎され

た。これが戦後の占領期にも継続された。クーデターに加わった将軍たち

は、ドイツ軍人の美徳である規律・名誉・愛国心を蹟潤し、軍の道徳水準

を引き下げた人々とされ、アメリカでは、事件の背景を客観的に分析する

記事は、 46年までいっさい出ていないばかりか、反ヒトラー抵抗活動の報

道自体を、大統領が禁じていた。こういった規制は、占領下のドイツにも

適用された。英米政府は、比較的正確な情報を持っていたにもかかわらず、

政治的理由で、戦時中同様それを握りつぶした(2)。

ニュルンベルク裁判が終わり、連合国内部での冷戦構造が明らかになる

に連れて、西側占領国は、徐々に、自由主義陣営と同じ民主主義国家ドイ

ツを実現すべく闘ったドイツの「抵抗」運動が存在したことを認め、その

中で最も高く評価されたのが、 「7月20日事件」だった。これ以外の「抵

抗」グループは、ほとんど意義を認められず、共産党系の「抵抗」グルー

プは、ソ連のスパイとして裏切り者扱いされた(3) 「7月20日事件」の関
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係者の遺族たちの名誉回復の訴えが法廷で認められたことで、 50年代にな

って、この暗殺未遂事件が、ナチ政権の不当な政策に対する正当な祇抗だ

ったと、法的・行政的に認められるようになった。ナチ政権に対する「抵

抗」者に補償を行うことを定めた53年9月18日の「国民社会主義による迫

害の犠牲者に補償を行うための連邦補足法」が、 「正しい」抵抗を定める

基準と見なされた。 61年7月14日の連邦憲法裁判所の判決は、 「抵抗運動

が、 -状態をよりよい方向に変えうる一定の見通しを持っていた場合にの

み、その抵抗運動を妨げる国家の干渉は法的に不当である」とし、この判

決以降、 「成功する見込みのなかった抵抗には意味がない」という見解が

広まった。立法・司法の判断が、何が「抵抗」であったかを決める基準と

された。そのような中でも、一方では、反逆の熔印を押される心配のない

ミュンヘン大学学生らの反ナチ活動であった「自バラ連動」などは、処刑

された学生ショル兄妹の長姉インゲが手記を53年に出版することで、肯定

的な反響を呼んだ4)。

山下氏によれば、 50年代から60年代の冷戦下、スターリン主義支配下の

東ドイツにおける住民の抑圧・迫害を目の当たりにしたことなどで、西ド

イツの立法・司法関係者の間では、徐々に、国家に対して個人が消極的

「抵抗権」を持つという考えが有力になっていったようだ。その結果, 68

年には、基本法20条(「国家秩序の基盤」)に第4項「抵抗権」が追加され

た。この条文は、連邦共和国の「秩序を排除しようとするあらゆる存在に

対して、すべてのドイツ人は、他の手段が不可能な場合、抵抗の権利を有

する」というもので、民主的・社会的連邦国家体制を守るための抵抗権を、

国民個人に与えることを定めた。これが、現実政治の場面で、市民1人1

人が「抵抗権」を主張して、直接行動に出ることを容易にし、同時に、ヒ

トラー時代における「抵抗」に対する考え方の条件を変えることになった。

司法による「抵抗」の認知に代わって、歴史研究者による研究が、 「抵抗」

概念に新たな側面を加えていった。一方で、 「7月20[]事件」を起こした

グループの政権構想に見られた権威主義的国家観の持つ、時代制約的側面
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が明らかにされ、また、国外に出て初めて可能となる抵抗の形態もあるの

ではないか、という両から、亡命者と抵抗の関係が問われた。また他方、

政府転覆という大きな政治目標を持った「抵抗」だけでなく、限定された

地域における日常的「抵抗」が、研究の対象となっていった(5)。

60年代末から70年代、 80年代と、いわゆる学生運動の「68年世代」の研

究者が学界の中心的存在となるに従い、 「抵抗」研究の主流は、日常的抵

抗の社会史的研究へと移っていった。そこで明らかになったドイツ国民の

生活は、決して、ナチズムに心酔し、一九となって総統とナチ党の指導に

従うものではなく、服従と熱狂、愛国心と恐怖など、様々な色で彩られた

複雑な様相を呈していた。その中に「抵抗」と呼ぶべき要素があることは

否定し得ない事実であった(6)この理由から、山下氏の著書では、抵抗者

として、ナチ党の政敵である共産党や社会民主党の亡命者グループや、国

防軍内部の反ヒトラー・グループ、高級官僚や外交官・政治家・聖職者な

どの文民エリートらと並んで、青少年の「反抗」グループなどが取り上げ

られている。ナチス犯罪の規模とその非人間性に鑑みて、 「できるだけ

『抵抗j概念を広く解釈する」という山下氏の立場(7)は重要である.その

一方で、広がりすぎた「抵抗」の内容を再び整理・分類し、限定的な用語

を用いてより正確な記述を目指すこと(8)もまた必要ではないか、と筆者に

は思われる。次に取り上げるデートレフ・ポイカートなどは、日常生活に

おける青少年も含めた「普通の人々」の「ナチ規範」からの逸脱行為を取

り扱った、この時期の代表的な社会史研究者(9)の1人であろう。

ポイカートの場合、第三帝国下、特に戦争が始まった後も大規模な反体

制運動が起こらなかった理由を、以下の点に求めている(10)。まず、一方で

広範な住民諸相におしなべて見られたヒトラーへの支持(- 「ヒトラー神

話」の普及)や、その裏返しとしての、住民に身近な権力の下層に対する

批判・非難の集中という現象の存在。また、 1920年代に出現し、 30年代の

ドイツ社会で進行したアメリカ的な現代的大衆消費社会への移行。これが、

上から行われた強制的同質化、つまり労働組合のナチ化や政党の解散等に
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よる住民のアトム化と、公共の場から私的な場への住民の退却を、さらに

積極的に促した面などを指摘している。たとえば、宣伝相ゲッベルスなど

は、教条主義的なナチ・イデオロギーやがんばろう式のスローガンよりも、

非政治的な息抜きとなる娯楽をラジオや映画などを通じて国民に多く提供

することで、戦時下の国民の志気を保つことに努めた。大量生産されて急

速に行き渡った安価な「国民ラジオ」は、政治宣伝の道具という思惑とは

別に、夕べの娯楽や夜の自由時間の団らんを家庭の場に移す結果をもたら

した。国民の多くは、公の場ではデモ等に参加することで体制への忠誠を

示し、ノルマを果たしながら、私的な場ではできるだけ邪魔されずに余暇

の楽しみにふけるという「二重生活」を送ることができた。私的な場に退

却することそのものが、抵抗の可能性を奪い、体制-の挑戦は自分の問題

であるという意識を薄めた。それは、自己中心的な、自分だけで満足する

態度、あの「無関心と享楽癖」の入り交じった態度に行き着いた。ポイカ

ートの指摘は厳しい。彼は言う。 「逆説的だが、ナチスが動員をかけるの

に抵抗して[強調は引用者]、国民が[以上のように]対応することその

ものが、体制を安定化させる効果を持ったのである」 (ll)と。

さて、ポイカート自身は、抵抗を考える際に、体制の規範から逸脱した

様々な行動形態を、表1のように図示している。彼が「抵抗」と呼ぶもの

は、山下氏が示したような広範囲のものではなく、 「ナチ体制を全体とし

て拒絶し、個人ができる行動範囲で、それぞれにナチ体制を打倒する準備

の方策を採るもの」である。 「非同調」 「拒否」などは、原則的には警察の

手が余り届かない私的な場での、個々の法規違反であり、後者は、非同調

行為であっても、命令に意識的に反抗して、体制に政治的に反対するもの

となったものが想定されている。たとえば、当局から何度働きかけがあっ

ても、子供をヒトラー・ユーゲントやドイツ女子青年団に加入させないと

か、工場の幹部が何度要求しても、自分の生産性を引き上げないなどであ

る。これより進んだものが、体制の全体的否定に向かう傾向のある「抗議」

である。ただし、これはあくまで原則であって、教会が「安楽死」政策に



164

体制批判の
範　囲

全体的

長　　田　　浩　　彰

行動の
国家次元　影響範囲

表1　第三帝国における逸脱した態度のさまざまな形態

出典:ポイカート『ナチス・ドイツ』三元社、 116頁。

反対する運動を起こした際のような「抗議」は、なお体制の個々の措置を

批判する範囲に留まっていたことを、ポイカートも挙げている。規範逸脱

行動に対する体制側の対応如何もまた、行為者による批判の範囲を規定し

ていく大きな要因だ、と筆者は考える。彼自身も、個々の事例を吟味する

必要があることは強調112)しており、以下のような指摘をしている。

ポイカートは言う。日常的・私的な非同調行為は、普通は非政治的であ

り、他の社会であれば許されるし、黙認されうる。しかし、ナチズムは、

それまでの私的な場にさえも、政治的要求を持ち込み、社会を政治化しよ

うとした。これに対して普通の国民の側の反応は、公的な、政治的責任の

ある行動の気配が少しでもあると、怯えてそこに近づかないことだった。

また、逸脱行為を行っている側が望まなくとも、体制による干渉が、彼ら

に、 「非同調」から「拒否」 -、さらに「抵抗」 -と進む以外に、選択を

許さなかった例もある。 「日頃はひじょうに慎重な形でしか逸脱した態度

を表さなかった人が、体制からの干渉を体験して、紛争のなかで断固とし
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た敵になるほかなくなることもあった」 (13)、と。

まさにこの一例が、本稿で取り上げるRosenstrasse抗議である。 43年

2月末からの、ベルリンでの最後のユダヤ人一斉検挙(いわゆる「工場作

戦」の一環)とアウシュヴィッツ-の移送の際に、予告なく「混合婚ユダ

ヤ人」である夫たちもまた職場から連れ去られて、このRosenstrasse2-4

にある建物に移送を待つために収監された。これに対して、 「アーリア人」

である妻たちが、その通りに誰呼ぶとなく集まりはじめ、夫たちの安否の

確認や差し入れをすると共に、夫たちの解放を求めて、それは抗議運動へ

と展開していった。つまり、 「混合婚」カップルの「ユダヤ人」配偶者を

救おうという、 「アーリア人」配偶者らによる、個人的・部分的な体制の

措置への批判が、その契機にあったのである。

3.第三帝国下の「ユダヤ人」や「混血」と「混合婚」の状況

この事例について語る以前に、まず第三帝国における「ユダヤ人」の定

義や、彼ら「混合婚」カップルの置かれていた状況について見ておきた

い114'。

体制の側からのユダヤ人就業者に対する権利の制限や業種からの排防

は、公には既に33年4月7日の専門職公務員再建法で始まっている。同法

は、一方で第一次世界大戦以前からの公務員や前線兵士、ないしその遺族

である場合の公務員からの追放免除規定を含みながら、それ以外のユダヤ

人官吏を退職に処すとした。また、 4日後のこの法律の第一次施行令によ

って、 「非アーリア人」が、信徒でない場合でも、祖父母の代に1人でも

ユダヤ教徒を含む者113とされ、以後35年のニュルンベルク法制定まで、単

に公務員のみならず、それに類するその他の職種にまで法的根拠なしに拡

大適用されていった。たとえば、公共事業の入札から「非アーリア人」業

者をはずしたり、医師らの公共医療施設での解雇や保険医資格の剥奪、弁

護士業務における活動の制限、新たな弁護士・弁理士・税理士資格獲得の
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禁止などや、ジャーナリスト、芸術関係(演劇、音楽、美術)への就業の

禁止(-それらの職業従事者を統括する帝国文化院-の「非アーリア人」

の所属禁止を通じた就業の禁止)などが、 33年の内に実現している(16)。

こういった彼らからの権利剥奪は、この段階では、いわば業種別に、

個々のケースで行われていたのに対し、 35年9月15日のニュルンベルク法

以降体制が目指したのは、 「ユダヤ人」全体をドイツ人から区別し、公民

権を剥奪して国籍を有するだけの二級市民に妃め、その全体を把握しよう

とすることであった。ゲシュタポが、帝国全体のユダヤ人カード目録作成

に着手したのは、その直前の35年8月17日である。また、同年11月14日の

ニュルンベルク法第一次施行令によって、新たに「ユダヤ人」の規定がな

された。

それによれば、本人がユダヤ教徒の場合や、それ以外でも、祖父母の代

に3人以上ユダヤ教徒がいる場合は「完全ユダヤ人」 (Volljuden)、また

2人(- 「第一種混血」)であっても、ユダヤ・ゲマインデに属している

か又は「ユダヤ人」と結婚している場合、さらに、ニュルンベルク法施行

以降のユダヤ人との結婚(「ユダヤ人」と「第一種」や「ユダヤ人相当者」

[後述]との場合など)で生まれた子供や、 36年7月31日以降に生まれた

「ユダヤ人」との婚外子は、 「ユダヤ人相当者」 (Geltungsjuden) (17)として

「ユダヤ人」扱いとされたのである。これによって、それまでの「非アー

リア人」という範噂は、 「ユダヤ人」と「第一種・二種混血」に3区分さ

れ、前者に対しては、先の専門職公務員再建法の免除規定が削除されるこ

ととなった(18)。

この状況から判るのは、第三帝国下で当初「非アーリア人」 - 「ユダヤ

人」とされたのが、ユダヤ教徒だけではなく、既にユダヤ教団を離れた社

数者やカトリック・プロテスタント両教会で受洗した信者、及びその子孫

の一部にまで及んでいたことだ。また、この「非アーリア人」を配偶者に

持つ「アーリア人」も、ベルリンで教職に就いている場合には解雇される

(31年6月6日の命令)など、ニュルンベルク法以前にはユダヤ人迫害の
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影響を被った(19)。さらに同法によって、今後の「ユダヤ人」とドイツ人の

結婚や婚外交渉が処罰規定を伴って禁止されたが、同法は、それ以前の

「混合婚」を解消するものではなかった。

新たな範噂である「混血」は、 「ユダヤ人」としての扱いを免れるなど、

一時の状況改善を体験したが、 「第一種混血」 (-祖父母の代に2人のユダ

ヤ教徒がいる非ユダヤ教徒)やその配偶者の「アーリア人」官吏は、 37年

8月16日には、再び「ユダヤ人」と同じ扱いを受け、退職させられること

になった。 (内務省通達)的。 「第二種混血」 (=祖父母の代に1人だけユ

ダヤ教徒がいる非ユダヤ教徒)とは異なって、 「第一種混血」には、実生

活での状況の改善はそれほどなかったようである(21)

また、 「混合婚」夫婦の「ユダヤ人」も、 38年12月になって、ヒトラー

により「特権的混合婚」とそうでない「混合婚」の区分がなされるまでは、

特に優遇措置はなかった。この特権は法制化されなかったが、 38年11月9

日夜の「水晶の夜」ポグロムというそれまでの規模を遥かに越えた大ポグ

ロムに対する内外の非難をかわすための措置として始まったようだO 「特

権的混合婚」に相当したのは、夫が「アーリア人」である場合、子供がい

なくても良いし、また、いても非ユダヤ教徒である場合と、妻が「アーリ

ア人」の場合は、非ユダヤ教徒の子供がいる場合のみだった物。夫と妻の

どちらが「ユダヤ人」であるかによって、 「混合婚」カップルの置かれる

状況も異なった。戦時中は、世帯主を基準に配給切符が変更されたので、

夫が「ユダヤ人」の場合、たとえ「特権的混合婚」であっても、 「ユダヤ

人」家族と同じ半分の分量の配給しか受けられず、購入時間も「ユダヤ人」

に当てられた時間に限られた巳㌔) Rosenstrasse抗議の主役は,日頃この

ようなことを経験しており、さらにこの時点で夫を連れ去られた、特権的

および非特権的「混合婚」の「アーリア人」妾たちである。

それでも、この「特権」によって、さしあたりこのカップルは、 39年か

ら始まる「ユダヤ人住居」への強制的転居を免れ、 「ユダヤ人」配偶者の

側は、 39年にユダヤ人強制加入組織として作られた「ドイツ在住ユダヤ人
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全国連合」への加入を、ベルリンでは42年12月まで免除された。そのこと

で彼らは、この組織が体制側から命令されて作成していた東部への移送者

リストからも逃れ得たし、 41年9月15日以降の外出時「ダビデの星」着用

義務なども免除された。夫が「ユダヤ人」で子供のないことによる非特権

的「混合婚」カップルの場合も、 「アーリア人」妻が出産可能な年齢にあ

れば、子供をもうけてその子を教会で洗礼させれば、 「特権的混合婚」に

「昇格」することも可能だった伽.

近年翻訳された『私は証言する』の著者ヴイクトール・クレンペラーの

場合は、 1912年にプロテスタントに改宗(1903年に1度改宗したが、それ

を隠して05年に結婚)し、前線兵士として第一次大戦に従軍した「ユダヤ

人」 (ニュルンベルク法規定)であり、子供がいなかったので、特権を有

さない「混合婚」であった。彼は、 35年5月2日付けで、専門職公務員再

建法第6条(必要に応じた行政簡素化-公務員の削減)を適応されてドレ

スデン工科大学を退職に追い込まれたが、前線兵士であったことで乏しい

年金給付を得つつ、 「混合婚」を理由に移送を後回しにされることで、第

二次大戦下のドイツを生きのぴた。彼はドレスデン在住だったので、この

Rosenstrasse抗議とは無関係だったロ5).

つまり、第三帝国下では、ユダヤ人としての自覚を積極的にしろ消極的

にしろ有していたユダヤ教徒や、ユダヤ・ゲマインデ所属者という「信仰

上のユダヤ人」 (Glaubensjuden)の範噂を越えた人々が、 「非アーリア

人」 - 「ユダヤ人」として、新たな迫害に遭遇することになったわけであ

る。ドイツ・ユダヤ人の大多数も、ユダヤ人であっても立派なドイツ人で

あるという自覚を持っていたところに、 「おまえたちはドイツ人にあらず、

非アーリア人なり」というアイデンティティを国家の側から付与されて、

一種のアイデンティティ危機に陥った.そして、同種の危機をさらに強烈

に味わったのが、いわゆる「ユダヤ人」とされたキリスト教徒であったと

言えよう。ニュルンベルク法までは、彼らは自然にキリスト教徒と結婚し

て、ナチスのいう「混合婚」の状況にあったのである。
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それでは、ユダヤ教徒ではない「非アーリア人」人口はどれ程であった

のか。実は、それを正確に把握することは出来ない。第三帝国当初の1933

年6月16日の国勢調査は、それ以前の段階からの準備もあって、以前同様、

宗教によって住民区分がなされている。 38年段階でのある見積もりでは、

1933年で約35万人であり、その内訳は、 5万人が「ユダヤ人」 (14.2%)、

「第一種混血」が21万人(60%)、 「第二種」が8万人(22.8%)となって

いたeG)。実際、ゲシュタポの後を受けて、親衛隊保安部が精力的に「全国

ユダヤ人目録」作成に取り組み始めたのは37年夏以降であり、いわゆる

「人種」に基づいた住民区分を行う国勢調査は、オーストリアやズデーテ

ンラント併合の理由で遅れ、 39年5月に実施された。この結果がまとめら

れてまず発表されたのは1940年、その詳細が明かされたのは44年になって

からであったロ刀。

これによれば、 1937年時点での国境内に、 39年段階で、ユダヤ教徒

(219,499人)以外に合計で98,821人のユダヤ系ないし部分ユダヤ系の住民

がいたことになる。内訳は、 「ユダヤ人」が19,716人(約20%)、 「第一種

混血」が46,828人(約47%)、 「第二種」が32,277人(約33%)であった。

ただし、この段階でどれだけが即こ回外に移住していたかも不明であり、

調査担当者に対して出自を明かさない人物もいたはずなので、 33年段階で

の実数は、かなりの潜在的数値をここに付加して考えねばならないだろ

う伽.研究者の間でも、 33年時点で約50万人と見積もっているケース(29)ち

あり、正確な数値は不明である。もしそうとすれば、 33年当初のユダヤ教

徒の人口が約525,000人だったので、それにほほ匹敵する。また35万人で

あったとすれば、それの約70%の人口規模を、ユダヤ系の非ユダヤ敬徒は

33年当初では有していたことになる。さらに、彼らの内、カトリックとプ

ロテスタント(離教者もこちらに含める)の比率は、前者が12-15%、後

者が85-88%という見積もり数値がある伽)。

それでは、結婚を例に取り、これら3者の状況の違いを見てみよう0

「アーリア人」と「ユダヤ人」の35年9月以降の結婚や婚外性交渉は禁止
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されたが、 「アーリア人」同士や、 「ユダヤ人」同士の結婚は問題ない.ま

た、 「第一種混血」間の場合も問題ない(ただしドイツ国籍の「第二種」

間は禁止)。しかし、 「第一種混血」と「第二種混血」の間の結婚は、ニュ

ルンベルク法では許可制となっていたが、ほとんど許可されなかった。よ

って「第一種」の人々に対して許可されたのは、同種の相手以外の場合は

「ユダヤ人」とされた人々が相手の場合だけ(その場合「第一種」は「ユ

ダヤ人相当者」として「ユダヤ人」扱いに)であった。反対に、 「第二種」

の人々は、 「ユダヤ人」との結婚を禁止され、 「アーリア人」との結婚が許

可された.つまり、 「第一種混血」を「ユダヤ人」に、 「第二種混血」を

「アーリア人」に組み込んでいこうとする政策の意図が、ここには窺え

る(31)ただしこの時点では、 「ユダヤ人」と「アーリア人」の婚外性交渉

については「人種恥辱」罪を適用して裁けても、 「第一種混血」と「アー

リア人」とのそれは就けなかった。これを利用した彼らの内縁関係と婚外

子の出産は、禁止立法の制定には至らなかったが、 42年4月には警察によ

る保護拘禁の対象とされ、強制的に解消へと追い込まれたβ頚。

少々長く結婚に関する状況に触れたのは、体制の側が、 35年のニュルン

ベルク法によって、ドイツ人とキリスト教徒も含めた「ユダヤ人」との間

の新たな姻戚関係を、徹底的に阻止し、 「混血」という範時を設けても、

数世代後にはドイツ人と「ユダヤ人」に明確に分離しようと躍起になって

いたことを指摘しておきたいがためである。明確な基準を引いて、ドイツ

人と「ユダヤ人」を分けようとしていた体制の側からすれば、それ以前に

結ばれた姻戚関係に由来する「混合婚」カップルは、まさに目の上の癌で

あり、解消させたいが出来ない忌々しい存在だった。なぜならば、一方で

ナチスは、家庭を尊重する規範を重視しており、離婚自体が一般的ではな

かった当時の道徳的状況を考えれば、それをナチ的人種理論で簡単に押し

切って、強制離婚措置を導入しうる状況にはなかったといえるB3)。 1901年

から33年までに、約118,000組のユダヤ人カップルが誕生したのに対して、

「混合婚」カップルは42,452組であり、 33年だけでも、前者が2,147組に対
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して、後者は1,693組であった1939年時点で、 「混血」とのそれも含めて、

まだ約19,000組の「混合婚」が継続されていたというCM)。既存の「混合婚」

の強制的解消のための立法化は、まず当事者やその「アーリア人」親戚の

不満や反対と、カトリック教会などの断固たる反対を引き起こすことが想

定できた約0　これから戦争をひかえて国内での団結をさらに必要とするな

かでは、この間題は、単にイデオロギーだけで割り切れないデリケートな

問題であった。よって、これは何度も提案されるが、世論も離婚の簡素化

には否定的であり、体制内部での意見の対立を経て、結局ヒトラーにより、

大戦終結まで棚上げにされていった糾。

そこで代わりになされたのが、日常において、ゲシュタポらの手で繰り

返される嫌がらせであり、 「アーリア人」配偶者への離婚の薦めであった。

それにも負けず「混合婚」を継続することは、それ自体、ポイカートによる

逸脱行動の区分にてらせば「拒否」にも相当する、と言えるかも知れない。

さらに「混合婚」は、 「混血」を生み出すことになる。 『わが闘争』第1

巻のなかでヒトラーはこう述べている。 「混血、およびそれによって引き

起こされた人種の水準の低下は、あらゆる文化の死滅の唯一の原因である。

なにしろ、人間は敗戦によって滅亡はしないものであり、ただ純潔な血だ

けが所有することのできる抵抗力を失うことによって、滅びるのであるか

ら」 81と. 「アーリア人種」に最も激しく対照的な立場を取っている寄生

虫、としてヒトラーが理解していた「ユダヤ人」と「アーリア人」の混血

は、理論的には、彼にとって最も憎悪されるべき行為であり、対象であっ

たと言えよう。

4. 「混血」や「混合姑」への対応の変化と、 Rosenstrasse抗議

(1943/2/27-3/6)

統計上公式に記録されている「完全ユダヤ人」のうちで、第三帝国下の

ドイツを生き延びた彼らの約98%は、まさにこの「混合婚」の「ユダヤ人」
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だったという佃。しかし、ナチ流の人種理論からすれば、この「混合婚ユ

ダヤ人」や「混血」こそが、他の「ユダヤ人」に先駆けて抹殺されるべき

存在であったはずだ。体制にそれを思いとどまらせたのは、前述のように、

「アーリア人」配偶者やその親戚の存在であり、家庭こそが生きることの

意義であり意味である、とする深く根付いた社会規範であった。以下、彼

らの置かれていた状況の危うい変化を、諸々の研究を参考にして簡単に紹

介していこう脚.

1941年初頭から、党官房や国家保安本部などの官吏らの間では、ニュル

ンベルク法を尊重しつつも、 「混血」を「ユダヤ人」として扱い、 「特権的

混合婚」も含めて、全「混合婚」の「ユダヤ人」を東部へ移送することで

意見の一致を見ていた。ホロコーストが開始される直前の41年8月13日の

会合においても、彼らは、占領地域の「混血」についても、 「ユダヤ人」

と同等の扱いをすることで合意していた。しかし、その直後にヒトラーは、

ゲッベルスとの会談の際に、 「混血」を「ユダヤ人」と見なすこれらの計

画を、占領地域以外では拒絶した。ヒトラーとゲッベルスは、 「アーリア

人」家族の怒りを予想しうることで意見の一致を見たからだ。この方針に

従って、 41年10月18日以降の最初のドイツからの2万人のユダヤ人移送か

ら、 43年2月までの計5回の移送命令では、 「混血」と「混合婚」ユダヤ

人の移送は、一時的に見合わされたのであるM　この間題に関する討議は、

その間も棚上げにされることはなかった。たとえば、 42年1月20日の著名

なヴァンゼ-会議においても、ホロコースト実施に関するドイツ諸機関の

代表らの調整だけでなく、 「第一種混血」や「混合婚ユダヤ人」の取り扱

いについて、参加者の問で議論がなされている。この会議を招集した親衛

隊のハイドリヒは、席上、 「アーリア人」と結婚して「アーリア人」と見

なしうる子供を持つ「第一種混血」や、功績により例外扱いを認められた

者は除外して、残りの「第-種」を「ユダヤ人」と同列に扱い、東部-移

送するよう主張した。移送を免れる選択肢として彼が述べたのは、自由意

志による断種である。また、 「第二種」に関してハイドリヒは、原則とし



ドイツ第三帝国下のユダヤ人政策に対する抗議の事例　　　　　173

て「アーリア人」と同等に扱うとしたが、本人が「アーリア人」と結婚し

ていない場合で、外面や立ち居振る舞いがユダヤ的であると認められる者、

および、本人の両親が共に「混血」である者は、 「ユダヤ人」と同列に扱

うよう提案した。 「ユダヤ人」と「アーリア人」の「混合婚」に関しては、

個別的事例ごとに「ユダヤ人」配偶者の移送に踏み切るかどうかを決める

こと、 「第一種」と「アーリア人」の「混合婚」に関しては、子供が「ア

ーリア人」と見なされる場合を除いて、 「第一種」の配偶者とその子供は、

移送ないしゲットーへの移住の措置が個別事例ごとに決定されるべきとし

た。これらの提案に対して、内務省代表のシュトゥッカートは、全ての

「第一種混血」の断種を、より業務的に簡素化しうる措置として主張し、

「混合婚」は強制的に離婚させ、その「ユダヤ人」も移送するよう望んで

いたようだ.41)。ヒトラーは、この時点でも決定を先送りした.

それから後も、 「第一種混血」や「混合婚」ユダヤ人の処遇をめぐって

会議が開かれている。アイヒマンが中心となった42年3月6日の最終的解

決に関する第2回会合では、 「混合婚」の強制的離婚のための立法化を行

えば、バチカンが介入してくることが危供され、離婚手続きの簡素化(-

「アーリア人」配偶者からの申請は自動的に許可)を決め、それを「アー

リア人」配偶者に促すこととした。また、 「第一種混血」への強制的断種

は、何を根拠に命令されるかの理由付けが不可能であるし、数万人もの断

種を迅速に行う技術もなく、何よりも、断種によって「混血」が混血でな

くなることはないので、ユダヤ人問題の最終的解決には至らない、という

見解であった4㌔ハイドリヒが6月に暗殺された後で42年10月27日に開催

された第3回会合では、大規模な断種の技術が完成したとの報告に基づい

て、 「第一位混血」の断種計画を、これ以上騒がず実行することで合意が

得られた。しかし、実際にはそんな技術は完成されておらず、その結果、

こういった議論にもかかわらず、 「混血」は移送も断種もされなかった。

「混合婚ユダヤ人」の移送に関しては、離婚法など作らず、夫婦ともテレ

-ジエンシュタットの老人ゲットーに送ればいい、との主張もあったが、
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結局は第2回会合の線で落ち着いた。ただし、離婚や「アーリア人」配偶

者の死去で「混合婚」が解消された元「混合婚ユダヤ人」は、移送の対象

に含まれることになっていた(43)。

この第3回会合に続いて、親衛隊全国指導者でドイツ警察長官のヒムラ

ーは、ドイツ国内の強制収容所から「ユダヤ人」を東部に移送し、スペー

スを確保する命令を出していた。そこには、いずれ「混合婚ユダヤ人」や

「混血」が収容されることが想定されていたのであろう。彼はまた、既に

それに先だって9月29日に、 「混合婚ユダヤ人」と「混血」を移送するた

めの、限定的で予備的な命令を出していた。それは、まず女性から手始め

に、ということで、ラーヴェンスプリュックの女性収容所から、 「ユダヤ

人」女性をその家族共々東部に(つまりアウシュヴィッツに)移送し、そ

れに「混合婚ユダヤ人」女性をも重罪の場合には、家族と引き離して含み

込むというものであった。さらに、 「混合婚ユダヤ人」男性が移送されて

配偶者のドイツ人女性が多く取り残されることが想定されたので、 9月24

日には、国防軍兵士たちに対して、 「ユダヤ人」と結婚歴のあるドイツ人

女性との結婚が禁止された。また、宣伝相ゲッベルスは、ベルリンのガ

ウ・ライターでもあり、そこには多数の「混合婚」カップルが生活してい

たこともあって、まず、最も反対の少ないであろう子供のいない「混合婚

ユダヤ人」の移送を決心することで、ドイツ全体から「ユダヤ人」を一掃

するための先鞭をベルリンでつけるつもりでいたようだ。体制の側が待っ

ていたのは、それらを即座に実行できる機会だった。 42年末には、 「混合

婚ユダヤ人」や「混血」は非常に危険な状況にあったようである(44)

そこに、43年2月初頭の東部戦線スターリングラ⊥ドでの軍事的敗北と、

起死回生のための「総力戦」を訴える2月18日のゲッベルス演説が続いた。

社会統合と極限までの動員を一挙にはかろうとするこの総力戦化は、外国

人労働力を国内に入れているなかで、彼らと結びついて社会的紛争の種に

なりかねない、という危供の念を抱かせる「ユダヤ人」の帝国からの排除

を必要とした。ベルリンからの全「ユダヤ人」の移送をできる限り急がね
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ばならない、という見解で、ゲッベルスとヒトラーが合意したのは、 43年

1月末のことだったようだ。その頃ベルリンは、消費財やサービスのます

ますの削減に直面し、昼はイギリス空軍、夜はアメリカによる空襲に見舞

われていた。また、 42年10月から43年4月までのベルリン出身の兵士戦死

者数の月平均は、 1,565人にまで昇っていた(45)

ゲッベルスはヒトラーを説得して、信頼の置けない外国人労働力を増強

するより、ドイツ人女性を徴用する手段を執った。それまでは家庭を守り、

国家と民族のために子供をもうける役を担わされていた彼女らの内、 17才

から45才までを徴用することで、 350万人以上の労働力の増強が見込まれ

た。しかしこのことで、女性が体制に対して持つ政治的インパクトは、彼

女らの協力への体制側の期待度に比例して、 43年初頭にはますます拡大す

ることになった(聖　と研究者シュトールツフスは述べている。

ゲシュタポは、 43年3月始めまでに、ベルリンから全「ユダヤ人」移送

を完了することとし、 2月には、逮捕・移送業務をサポートする「ユダヤ

人」 90名の選出を、ベルリンのユダヤ・ゲマインデの指導層に要求し、教

会に対しては、 「混合婚」カップルに関する情報の提供を要請した。一方

で、 「混合婚ユダヤ人」とその配偶者たちは、 43年1月までにユダヤ・ゲ

マインデに登録を済ますよう要請されていた。 「工場作戦」と呼ばれたこ

の最終的一斉検挙は、ベルリンでは「ダビデの星」を着けた「ユダヤ人」

をすべて移送し、この時点で完全な移送が不可能であるとしても、今後の

ために全ての「混合婚ユダヤ人」のリストの作成を目指していたとい

う(471。

2月27日(土)の早朝から、この一斉検挙は始まった。職場や工場、自

宅や路上で逮捕された「ユダヤ人」は、家族とばらばらにされ、ベルリン

の数カ所の臨時収容施設に収容された。その後彼らは、アウシュヴィッツ

へと送られ、労働力にならないと判断されて即座にガス殺された女性や子

供の他は、主にそこに附屈するドイツ企業I.G. Farbenの工場で労働を強

いられたO 「混合婚ユダヤ人」 (主に男性)や「混血」、 「ユダヤ人相当者」
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の一部が他の「ユダヤ人」一般と区別されて収容された臨時施設の1つに

は、ベルリン中心部の東欧ユダヤ人街としても有名な穀倉街

(Scheunenviertel)のRosenstrasse 2-4にあるユダヤ・ゲマインデの事

務棟が当てられた〔蝣18　9月末のベルリンの全「ユダヤ人」数は27,281人、

また「混合婚ユダヤ人」は、 43年で5,000から7,000人程と推定されてい

るto)。 27日だけで、全「ユダヤ人」の内、約5,000人が検挙・収容された印。

家族には何の連絡もなく、 「アーリア人」妻たちは、警察やゲシュタポを

訪れ、知人等を介して夫たちがRosenstrasseの臨時施設に収容されてい

ること知り、次第にそこに集まり始めた。妻や子供、他の親戚などが、仕

事の前後にそこに集まり、収容された家族の安否を確かめ、差し入れを手

渡そうとした。過が明けて月曜、火曜となり、被収容者が増えていくに従

って、ますます回りの群衆の数も増えていった。親衛隊や警察が銃で威嚇

して、何度群衆を追い払っても、 10分もすれば、また人々が集まった。市

当局も、この通りに近いベルゼ駅を封鎖したが、ほとんど効果はなかっ

た(51)　月1 H　月)夜から2E]未明にかけてのそれまで最大のベルリン

空襲で、数千人の死傷者が出た後も、抗議は続けられた。後に研究者シュ

トールツフスのインタビューに答えた参加者の証言によれば、彼女たちが

そこに行ったのは、夫のために何かしなければならないという思いからで

あって、彼女らは、 「夫を返してほしい」という共通の叫び以外には何ら

かの政治的意図も、ましてや武器の携帯もない、数だけが頼みの未組織の

集団だったのである69。しかし4日(木)にはついに、もう1つの彼らの

臨時収容施設(Grosse Hamburger Strasse)から13名の「混合婚ユダヤ

人」男性と、 Rosenstrasseの収容施設から5名の「混合婚ユダヤ人」女

性が、反逆罪の名目でアウシュヴィッツへと移送された紅や0

3月5日(金)には、ゲシュタポによって、新たな抗議デモ解散方法が

試されている。参加者のなかから10名ほどの女性が、ゲシュタポによって

通りから労働事務局に連行された。彼女らは、そこで一日ジャガイモの皮

むきをやらされ、夜釈放された。連行される女性たちがどこに連れ去られ、



ドイツ第三帝国下のユダヤ人政策に対する抗議の事例　　　　　177

何をされるのかがわからないことで、集まっている人々の恐怖をあおり、

この抗議を収束に導こうとする意図からであったようだ蜘).さらに翌6日

には、このRosenstrasseの臨時収容施設から、 25名の子供を持たない

「混合婚ユダヤ人」男性が選ばれ、幌付きトラックで駅-と連れて行かれ、

アウシュヴィッツに移送された。彼ら自身のユダヤ系の親族のほとんどは

既に移送済みで、できるだけ苦情の出る恐れの少ない人物を、当局の側は

選んだようだ。この時点でベルリンからは、既に7,031名の「ユダヤ人」

が、アウシュヴィッツ-と移送されていた佃。目撃者によれば、この日の

Rosenstrasseにあっまった群衆は千人に上り、親類縁者を収監されてい

ない人々までが加わっていた。このHのデモは、より明確に政治的になり、

反ナチ的色彩を示した、とシュトールツフスは述べている。人々は、これ

までの「夫を返せ!」というスローガンに代わって「人殺し!」という叫

びをあげていた。群衆に向けて機関銃が構えられたが、結局発砲はなかっ

たようだ。この日のデモは、行動の影響範囲が、当事者の範囲を超えて

拡大しつつある兆しを示していたと言えよう。国民に対してホロコースト

を隠蔽することに苦心していた当局が、恐れていた状況に近づきつつあっ

たと言えるかもしれない。

結局この6日に、ゲッベルスは、収監していた「混合婚ユダヤ人」と

「混血」の釈放を命令した。これが、デモを収束させるための最良の手段

だと考えたからである、と彼の副官レオポルド・グッテラーは回顧してい

る。またグッテラーはこうも述べている。あの女性たちは、人間としてそ

こにあった。彼女たちは、公然と抗議し、自らの身を危険にさらしていた。

しかしもし、デモの一部が一丁の銃でも携行していたら、警察は、発砲し

なければならなかったであろう。この抗議行動は、組織されたものではな

かった。自発的な反応だった。体制のシステムに対する抗議も、そこには

含まれていなかった。彼女たちは革命を望んだのではなく、何が進行して

いるか、単純に理解できていなかったのだ、とLr・刀。

このゲッベルス命令の後、収監されていた約1700名の「混合婚ユダヤ人」



178 長　　田　iX vi

らは釈放された。 Rosenstrasseの収容施設からアウシュヴィッツに送ら

れた25名も、病気の者1名を除き、 2日前にGrosse HamburgerStrasse

から移送されていた13名の内の11名と共に、ベル1)ンに送り返されたO　た

だし、彼らは市民との接触を防ぐため、市南部のグロスベ-レン労働キャ

ンプに収容された。 3月20日、ゲッベルスは、ベルリンからのユダヤ人一

掃をヒトラーに報告し、多くの残された「ユダヤ人」は、ダビデの星を衣

服からはずし始めた。 5月19日、 「混合婚ユダヤ人」のことはさておいて、

ベルリンからの「ユダヤ人」一掃完了が、公に宣言された。

5.おわりに一評価をめぐって

研究者シュトールツフスは、この場合の抗議行動が実を結ぶに至った条

件を、次のように挙げている。つまり、総力戦のための国民の団結と協力

を必要としているなかで、それが公然と行われ、体制の側に世論への影響

を危慎させるに足る十分な規模を持ち、非武装で、集団的だったことであ

る。また、女性が主体であったことも強みといえる。たとえば、 38年11月

の「水晶の夜」ポグロムでは、 3万人近くのユダヤ人男性が逮捕されたが、

女性は逮捕されなかった。ヒトラーの価値観において、男性は強くて危険

な存在とされていたが、女性は受け身で保護の必要な存在であり、無害で

しかも余り利口でないことになっていたォ　研究者クーンズもこう言って

いる。警察が女性を大量に検挙していたとすれば、人々が女性もナチに苦

しめられていることに気づいたことだろう。 「弱い性」に対する男性の野

蛮な行為が暴露されれば、清潔・高貴といったゲシュタポの公的なイメー

ジも損なわれることになったはずである、と(60)。さらにシュトールツフス

はこう述べる。 41年8月にヒトラーから「安楽死」政策の表面的中止命令

を引き出した、カトリック教会を中心とした障害者殺害への抗議運動と比

較して、このRosenstrasse抗議の特殊性は以下にある。つまり、前者の

抗議を行ったカトリック教会は、 「安楽死」政策以外では、ナチズムを支
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持していたのに対して、後者の主体となった「混合婚」の「アーリア人」

妻たちは、体制からの圧力に屈せず「混合婚」を継続したことで、第三帝

国の13年間ずっと反ナチスであったことになる、と。彼女らも、体制にと

って最も重要な敵対者たちの範時に位置づけられるべきだ、というのがシ

ュトールツフスの見解である(61)。男性の「第一種混血」や「混合婚ユダヤ

人」男性は、その後も、 44年10月からト-ツト機関に強制労働のため徴用

され、軍事要塞建設の重労働に従事し、 45年1月以降は、全ての「ユダヤ

人」と16歳以上の「混血」は、テレ-ジエンシュタットの老人ゲットーに

収容されて徴用されることとなった。確かに彼らは、これによって絶滅を

ぎりぎりで免れたのである(63

シュトールツフスの研究は、オーラル・ヒストリーの領域に位置する。

1985年以降、ベルリンを訪れて探し当てた生存者らの内、 4組の「混合婚」

家庭の経験を中心に、このRosenstrasse抗議までの第三帝国下での彼ら

の生活が描かれる脚。その意味で、大変貴重な歴史の掘り起こしと言える.

またこの事例は、ポイカートが述べたように、体制に対する「非同調」や

「拒否」の態度が、体制側の干渉によって「抗議」に至った明快な事例で

あると言えよう。ただシュトールツフス自身は、ポイカートの表1のよう

な図式に対して、このように批判している。つまり、それは、 「抵抗」が

反体制的行動の最も強力な形態であり、 「抗議」 「拒否」 「非同調」へと行

けば行くほど、だんだん弱くなっていくことを暗示している、と。しかし、

シュトールツフスの研究が示したように、行動が引き出す効力は、あくま

で歴史的文脈に規定されているのであり、夫を取り戻す妻たちの

Rosenstrasse抗議は、その意味で武装闘争という手段より遥かに有効で

あったろう鵬.筆者が思うに、第2章で引用した山下公子氏の整理から

我々が学ぶべきは、ポイカートの4区分に「より正しい」とか「より強力

な」といった価値観を付与して利用すれば、また1950年代の「抵抗」概念

-と逆戻りする道を歩むことになりかねない、ということである。ただし、

Rosenstrasse抗議の参加者が体制の側から思った成果を引き出した代わ
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りに、特権扱いされなかった「ユダヤ人」の絶滅は、継続されていった。

その意味で、この抗議はホロコースト全体に影響を及ぼすもの、換言すれ

ば国家次元-と影響範囲が拡大するものにはならなかった、ことは指摘し

ておきたい。彼女たちの命がけの行為に最大限の敬意を払うのは当然であ

るが、ユダヤ人に対する世論の関心の低さからも、影響がホロコースト政

策全体にまで及ぶ可能性は、体制側が危慎したほどには高くなかったのか

も知れない。

また、シュトールツフスの研究は、 「アーリア人」妻たちによる

Rosenstrasse抗議が、夫たちを移送から救うという成果を勝ち取った主

動田であった、という評価を下しているように思われる。それに対して、

次のような異論も存在する。研究者グルーナ-は問いかける。元々なぜ

「混合婚ユダヤ人」男性たちは、他の「ユダヤ人」と区分されてこの臨時

施設に収容されたのか、と。それは、彼らを拘束したのが移送のためでは

なく、大部分のベルリン・ユダヤ人がアウシュヴィッツへ移送されたとし

ても、残った「ユダヤ人」を管理するための「ドイツ在住ユダヤ人全国連

合」等の諸機関の存続と、そこで働くユダヤ人事務職は今後も必要であり、

その補充代替要員として、彼ら「混合婚ユダヤ人」らは別に隔離されたの

である、と。事実、 3月6日から始まる彼ら「混合婚ユダヤ人」の釈放と

共に、 300名以上がその中から選ばれ、内190名はこの「ユダヤ人連合」の

新職員として採用されて数H中に「協力者証」の交付を受けている。また、

ハンブルクでも同様の事例が確認されている<(i5)。どうも、 「アーリア人」

妻たちによるこの抗議行動は、 「混合婚ユダヤ人」配偶者らの釈放を引き

出す必要条件であったかも知れないが、十分条件ではなかった、という解

釈が、筆者には、現在の時点では妥当な評価ではないかと思われる('対。
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Der Rosenstrasse-Protest von den arischen

Frauen der in der Mischehe lebenden

Judengefangenen ( 1943):

Ein Protest gegen die NS-Judenpolitik in Berlin

von Hiroaki NAGATA

Indem ich mich fuer die Identitaetsfrage der Juden in NS-

Deutschland interessiert und darueber geforscht habe, habe ich die

starke Impression dafuer bekommt, dass die Nationalsozialisten grosse

Interessen fuer die Trennung der Juden vom Deutschen hatten. Die

Partei wuenschte die Juden als Rasse `biologisch'zu definieren und

alles ausnahmslos zu beseitigen, waehrend die Beamten noch milderen

Massnahmen gegenueber den Juden bevorzugten.　Diese

Meinungsverschiedenheit schaffte 1935 die Kategolien von juedischen

`Mischlingen und ueberdies 1938 auch die Behandlung der

pnvilegierten Mischehe.

Soweit ich unterrichtet bin, war der Frauenprotest in der

Rosenstrasse von 1943 die einzige Handlung, die von der Seite der

Juden oeffentlich gegen die NS-Judenpolitik stattfand. In dieser

Abhandlung werden erstens ihre Handlungen aufgrund des

Forschungsergebnisses von Nathan Stoltzfus beschrieben. Una dann

wird das Analysenergebnis Schtoltzfuss mit den Schaetzungen von

Wolf Gruner und Beate Meyer vergriffen. Meinem Erachten nach

entspricht diese Frauenhandlung dem "Protest", einer von Detlev

Peukert vorgeschlagenen Skala. Zwar bin ich der Meinung von
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Stoltzfus, dass diese Frauen mit der Fortsetzung ihrer Mischehe einem

Teil von den wichtigsten Widerstehenden in dieser Zeit entspreche.

Aber ich bin der Meinung von Gruner und Meyer ueber die Schaetzung

vom Ergebnis dieser Frauenhandlung. Naemlich war lhre

Protesthandung zwar die notwendige Voraussetzung fuer die

Freilassung lhrer juedischen Maenner, aber wenigstens nicht die

reichliche, unbedmgte Bedingung dazu.




